
補足資料 

 

＜事例 1＞ 

配偶者特別控除の対象となる所得は 133万円以下（給与収入のみだと 201.6 万

未満）まで拡充されています。 

 

 

 

 

 

 

 



＜事例Ⅱ＞ 

 給与所得控除は以下の表の通り、一律 10 万円減額されています。 

また、給与所得 850 万超の方は、給与所得控除が上限の 195 万円となりました。 

 

 

 

 

＜事例Ⅲ、Ⅳ＞ 

 令和 2 年から特別の寡婦・寡夫控除が廃止され、寡婦・ひとり親控除に改編さ

れています。 

 

 



 

 

 

 

単身児童扶養者の記載 

 

 「令和 2 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」一番下 

 

 


